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公   告  
 

佐賀県医療センター好生館職員健康診断業務委託について、総合評価条件付一般競争入

札による業者選定手続を次のとおり実施します。 
 

令和８年１月 20 日 
 

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 
理事長 樗木 等 

 
１．業務内容等 
 （１）業務名 
    佐賀県医療センター好生館職員健康診断業務委託 
 （２）委託業務の仕様等 
    別添「佐賀県医療センター好生館職員健康診断業務委託仕様書」のとおり 
 （３）委託契約期間 
    令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 
 （４）履行場所 
    佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原４００番地 
    地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 
  
２．入札参加資格に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。 
（１）地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則（以下「契約事務

取扱規則」という。）第２条第５項に該当する者でないこと。 
（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。 
（３）佐賀県内に本店又は支店等を有する者であること 

 （４）開札の日の６か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手

を不渡りした者でないこと。 
（５）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の決定がなされている者

でないこと。 
 （６）入札参加資格確認申請書の提出期限の日から交渉権者決定の日までの間に、佐賀

県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者

又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する

者でないこと 



2 
 

（７）自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイか

らキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 
  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第

77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
  イ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
  ウ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者 
  エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 
  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 （８）特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成 19 年厚生労働省令第 
157 号）の規定に基づき次に掲げる厚生労働大臣が定める外部委託に関する各基

準を満たすこと。 
    ア 精度管理の基準 
     ①委託する検査項目について内部精度管理及び外部制度管理調査（日本医師会、

日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体連合会などの少なくとも一つ以

上の精度管理事業）が定期的に実施され、検査値の精度が保証されているこ

と。 
     ②検査の一部を外部に委託する場合は、委託を受けた事業者において、これら

の措置が講じられるよう適切な管理を実施すること。 
    イ 健診結果等の情報の取扱の基準 
     ①委託する健康診断に関する電磁的記録を作成し、委託者に対して当該電磁的

記録を安全かつ速やかに提出すること。 
     ②健康診断の受診者本人への通知に関しては、受信者における健康診断結果の

経年管理に資する形式で実施すること。 
     ③個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守するこ

と。 
    ウ その他厚生労働大臣が定める外部委託に関する基準 
     
３．契約事項を示す場所（契約手続きを担当する部署） 
  〒８４０－８５７１ 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原 400 番地 
  地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 財務課 契約係 
  電話：0952-28-1153  電子メール：keiyaku@koseikan.jp 
 

mailto:keiyaku@koseikan.jp
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４．入札手続きに関する事項 
  入札手続きに関する事項については、次のとおりとする。 
 （１）契約事項及び関係書類の交付期間並びに交付方法 
    公告日から令和８年２月 10 日（火曜日）までの間、佐賀県医療センター好生館

ホームページ（http://www.koseikan.jp）に掲載する。 
 （２）入札参加資格の確認 
    ア 入札参加希望者は、次に掲げる書類を、令和８年２月３日（火曜日）午後 

５時までに、直接持参又は郵送にて上記３の部署に提出すること。 
（郵送の場合は書留とし、受付期限内に必着のこと。）  
①入札参加資格確認申請書（様式１） 
②業務概要書（様式２） 
③同種業務実績調書（様式３）及びこれを証明する書類（契約書の写し等）   

    イ 提出期限までに上記４（２）アに掲げた書類を提出しない者は、本入札に参

加することができない。 
    ウ 提出された各書類に関する審査の結果について、令和８年２月４日（水曜日）

までに個別に通知を行う。なお、内容について説明が必要と当館が判断した

場合は、入札参加希望者はその求めに応じなければならない。また、必要に

応じて追加で資料等の提出を求めることがある。 
 
５．入札説明会 
  実施しない。 
 
６．質問の受付及び回答 
 （１）受付期間 
    公告日から令和８年１月 27 日（火曜日）までの日（土日を除く。）の午前９時か

ら午後４時までの間 
 （２）受付場所 
    上記３の部署 
 （３）提出方法 
    質問書（様式４）により電子メールで提出すること。なお、電話での問合せには

応じない。 
 （４）回答方法 
    令和８年１月 29 日（木曜日）を目処に各応募者に回答する。 
 
７．企画提案書等の受付期間、受付場所及び提出方法等 
 （１）受付期間 
    上記４（２）ウの通知の日からから令和８年２月 10 日（火曜日）までの日（土

http://www.koseikan.jp
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日を除く。）の午前９時から午後４時までの間 
（２）受付場所 

    上記３の部署 
 （３）提出書類 
    ア 技術提案書 ８部   
      注）技術提案書は、別紙「技術提案書の作成要領」により作成すること。 
      注）用紙はＡ４縦長・左綴とし、Ａ３サイズのものはＡ４サイズ折りとする

こと。 
    イ 入札書（様式５）     
 （４）提出方法  
    持参又は郵送すること。（郵送の場合は書留とし、受付期限内に必着のこと。） 
  
８．業務委託候補者の選定に関する事項 

（１）評価方法 
別途設置する「職員健康診断業務委託候補者選定委員会」（以下「選定委員会」と

いう。）が選定する。 
（２）選定方法 

ア 技術提案書等審査により、参加者の適正、能力、経済性等について総合的に

審査し、委託候補者の交渉順位を付する。 
イ 審査の手順及び審査項目等は別紙「総合評価一般競争入札交渉順位決定基準」

のとおりとする。 
 （３）選定結果の通知 

書面にて個別に通知する。なお、選定結果に関する問合せ及び異議は一切受け付

けない。 
（４）契約締結に向けた協議 

最高順位の交渉権者と業務内容に関する詳細協議を行う。協議が整わず契約の締

結が見込めない場合は、次順位の提案者と契約に向けた協議を行うものとする。 
 
９．評価に関する事項 
 （１）配点基準は別紙「総合評価一般競争入札交渉順位決定基準」のとおりとする。 

（２）技術提案書に未記入の項目がある場合又は添付資料等の不備により当該内容の確  

認ができない場合は、該当する評価項目について０点とする。 
 
10．参加資格喪失に関する事項 

次のいずれかに該当したときは、業務委託候補者選定手続への参加資格を失うことが 
ある。 

（１）上記２のいずれかの資格要件に該当しない者となったとき。 
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（２）参加資格確認申請書等又は技術提案書等の受付期間、受付場所、提出方法等が本

要領に適合しなかったとき。 
（３）参加資格確認申請書等又は技術提案書等の記載上の留意事項（各様式に記載）に

適合しなかったとき。 
（４）参加資格確認申請書等又は技術提案書等に記載すべき事項の、全部又は一部が記

載されていなかったとき。 
（５）参加資格確認申請書等又は技術提案書等に記載すべき事項以外の事項が記載され

ていたとき。 
（６）参加資格確認申請書等又は技術提案書等に虚偽の内容が記載されていることが 

判明したとき。 
 
11．その他留意事項 

（１）契約保証金は、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則第

18 条第 1 項第 3 号の規定により免除する。 
（２）提出された参加資格確認申請書等、質問書及び技術提案書等は返却しない。 
（３）書類の作成及び提出に係る費用は、全て参加者の負担とする。 
（４）提出された参加資格確認申請書等、質問書及び技術提案書等は、本業務の委託候

補者の選定以外の目的に使用しない。 
（５）提出された参加資格確認申請書等、質問書及び企画提案書等は、本業務の委託候

補者選定に必要な範囲内で複製を作成することがある。 
（６）参加資格確認申請書等、質問書及び技術提案書等の作成のために発注者から受領

した資料は、発注者の了承なく目的外に使用し、又は公開してはならない。 
（７）参加資格確認申請書等を提出した者が、本入札への参加を辞退する場合は、辞退

届（任意様式）を速やかに文書で地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館理

事長あてに提出すること。 
（８）本入札の執行については、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館会計規程

及び地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館契約事務取扱規則の定めるとこ

ろによる。 
 
 


